
仏
法
に
お
け
る
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
⇔

萩

大

輔

仏法におけるアストラントについて（⇒（萩）

　
　
ハ
　
蝉
ω
嘗
①
ぎ
9
α
②
汐
蕎
＜
o
・
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト

　
　
　
ω
器
け
邑
馨
。
昌
8
8
ヨ
邑
轟
鼠
お
・
非
威
嚇
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
も
い
う
。
こ
れ
ら
の
語
は
器
幕
葺
①
3
ヨ
ヨ
謎
霧
－
言
け
曾
霧
・
損

害
賠
償
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
も
含
む
広
い
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
響
凸
專
…
Φ
は
錺
鼠
。
馨
。
3
ヨ
ヨ
禮
窃
山
b
鼠
議
3
と
区
別
す
る
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ

で
器
霞
。
ぎ
3
需
一
器
榎
マ
盆
・
私
的
罰
金
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
い
う
。
こ
の
狭
い
意
味
の
器
＃
露
旨
。
念
眺
巨
牙
o
と
は
、
債
務
者
の
意
思
を
も

っ
と
も
効
果
的
に
拘
東
す
る
目
的
を
持
っ
て
、
器
窪
Φ
一
旨
①
8
ヨ
鼠
暴
8
幕
に
お
い
て
、
そ
の
金
額
が
損
害
に
関
係
な
く
任
意
に
定
め
得
る
点

と
、
器
貸
o
ぼ
＄
3
ヨ
旨
諾
霧
－
首
一
騨
曾
ω
に
お
い
て
、
そ
の
金
額
が
非
改
訂
で
確
定
的
で
あ
る
点
の
二
つ
の
特
徴
を
組
み
併
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
近
年
家
屋
明
渡
し
の
執
行
に
つ
い
て
、
直
接
強
制
が
行
政
当
局
の
非
協
力
の
た
め
阻
害
さ
れ
る
の
に
鑑
み
、
下
級
審
が
生
み
だ
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
五
）

も
の
で
あ
り
、
一
部
の
学
説
の
強
い
支
持
を
得
た
。

　
例
え
ば
、
ポ
ン
レ
ベ
ッ
ク
民
事
裁
判
所
の
一
九
四
二
年
一
二
月
一
〇
日
の
判
決
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
本
件
の
場
合
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
、

効
果
的
で
あ
る
た
め
に
、
単
に
威
嚇
（
§
塁
8
）
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
罰
（
金
）
　
（
冨
蓼
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
当
事
者
の
要
求

す
る
日
に
三
〇
〇
フ
ラ
ン
は
高
い
か
ら
、
当
事
者
に
不
当
利
得
を
与
え
な
い
よ
う
そ
の
額
を
修
正
す
る
の
を
可
と
認
め
る
。
よ
っ
て
、
被
告
は
、
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与
え
ら
れ
た
期
限
の
満
了
時
か
ら
、
日
に
七
五
フ
ラ
ン
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
下
に
、
彼
が
不
法
に
占
拠
し
て
い
る
家
を
原
告
の
自
由
な
処
理
に
置

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
威
嚇
的
な
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
原
告
の
利
益
の
た
め
に
確
定
的
な
宣
言
で
あ
る
。
但
し
持
続
期
間

　
　
　
　
ハ
　
え
り

は
三
ケ
月
。
」
と
。

　
又
、
ブ
ー
ズ
ィ
エ
ー
ル
民
事
裁
判
所
の
急
速
審
理
裁
判
官
（
感
憲
ひ
）
は
一
九
四
八
年
三
月
一
六
日
の
裁
判
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
被
告
は

そ
の
占
有
す
る
原
告
の
部
屋
を
こ
の
命
令
の
送
達
後
八
日
内
に
立
退
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
期
限
を
過
ぎ
て
二
ヵ
月
間
は
遅
延
日
毎
に
一
〇
〇
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ロ

ラ
ン
の
霧
霞
虫
馨
0
8
⇒
8
旨
邑
轟
§
お
を
宣
告
す
る
。
こ
の
宣
告
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
。

　
　
　
㈲
　
こ
の
宣
告
が
確
定
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
仮
執
行
が
許
さ
れ
る
。

又
、
減
額
が
不
可
能
な
反
面
、
「
増
額
」
は
可
能
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
匡
窪
器
器
は
「
裁
判
官
は
一
月
二
月
三
月
と
持
続
期
間
を
定
め
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
セ
リ
ム
ル
レ

れ
か
ら
先
の
将
来
に
お
い
て
増
額
す
る
こ
と
は
裁
判
官
に
少
し
も
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
」
と
い
う
。
増
額
を
認
め
る
判
例
も
あ
る
。

　
　
　
⑥
　
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
威
嚇
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
同
じ
く
損
害
と
無
関
係
に
そ
の
額
が
定
め
ら
れ
る
が
、
他
方
そ
れ
が
確
定
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
O
）

あ
る
点
、
成
文
な
く
し
て
刑
罰
な
し
の
原
則
の
侵
犯
で
あ
る
、
或
は
、
債
権
者
に
不
当
利
得
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
非
難
が
な
き
れ
る
。

　
　
二
　
器
霞
鉱
箕
巴
聲
巴
曾
法
律
上
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
一
）

　
多
数
の
立
法
が
、
民
事
上
行
政
上
或
は
刑
事
上
、
履
行
の
遅
延
に
応
じ
、
或
は
、
違
反
毎
に
繰
返
さ
れ
る
金
銭
上
の
宣
言
を
規
定
し
、
そ
の
作

用
が
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
類
似
し
、
又
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
い
う
語
が
法
文
中
に
使
用
き
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
等
の
も
の
を
、
器
實
。
ぎ
盆

㎞
鼠
§
卑
曾
裁
判
上
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
（
本
来
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
き
す
）
に
対
応
さ
せ
て
、
器
賃
Φ
巨
巴
聲
器
・
法
律
上
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
二
）

呼
ぶ
。
そ
れ
等
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
難
い
場
合
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
等
の
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に

真
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
は
何
等
か
の
異
っ
た
性
質
を
持
ち
、
各
個
に
ま
ち
ま
ち
の
特
徴
を
示
す
。
例
え
ば
、
ω
あ
る
も
の
は
法
の
一
般
規
定
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ム
う

用
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
特
定
の
債
権
者
が
い
な
い
、
ω
あ
る
も
の
は
そ
の
金
が
国
庫
に
帰
属
す
る
、
⑥
あ
る
も
の
は
そ
の
宣
言
を
侯
た
ず

し
て
そ
れ
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
＠
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
宣
言
す
る
と
否
と
の
任
意
性
が
な
い
、
㈲
又
あ
る
も
の
は
そ
の
金
額
が
法
定
き
れ
或
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仏法におけるアストラントについて（コ（萩）

は
確
定
的
で
あ
り
非
改
訂
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
。
故
に
、
そ
れ
等
を
一
括
し
て
統
一
し
た
原
則
の
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
器
貫
虫
算
2
猪
巴
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
レ

は
確
定
的
な
法
律
上
の
一
つ
の
範
疇
を
横
成
し
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
2
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
手
続

　
　
イ
　
8
口
審
ヨ
暴
ユ
8
鋤
一
、
器
賃
o
日
8
・
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
宣
言

　
　
　
　
ω
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
主
た
る
債
務
を
確
認
す
る
判
決
と
一
緒
に
宣
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
又
後
か
ら
別
個
に
又
数
度
に
亘
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
五
）

宣
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
　
ω
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
損
害
賠
償
で
は
な
い
、
特
に
、
そ
れ
は
命
令
権
に
基
づ
く
、
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
そ
の
管
轄
権
は
当
然
広

く
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
判
例
は
す
べ
て
の
司
法
裁
判
所
に
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
発
す
る
権
限
を
認
め
る
。
甘
鴨
号
泳
辱
？
急
速
審
理
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
六
帽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
七
）

官
に
つ
い
て
も
、
破
殿
院
は
且
っ
て
は
反
対
の
意
を
表
明
し
た
が
、
最
近
こ
れ
を
取
消
し
た
。
9
霧
毘
α
．
蝉
鉾
は
、
行
政
裁
判
所
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ロ

ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
発
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
又
、
控
訴
審
で
始
め
て
宣
言
し
て
も
仏
民
訴
法
八
六
四
条
（
新
た
な
請
求
の
禁
止
）
に
反
し
な

（
八
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
〇
）

い
。
又
、
仏
民
訴
法
四
四
二
条
が
商
事
裁
判
所
に
そ
の
判
決
の
執
行
を
禁
じ
る
に
も
不
拘
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
発
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る

の
も
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
執
行
の
方
法
で
は
な
い
と
す
る
見
解
か
ら
当
然
肯
定
き
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
　
　
⑥
　
又
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
基
礎
を
裁
判
所
の
命
令
権
に
求
め
れ
ば
、
そ
れ
が
職
権
で
発
し
得
る
こ
と
は
当
然
の
帰
結
と
な
る
。
判
例

も
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
破
殿
院
一
八
七
八
年
三
月
一
八
日
判
決
（
ボ
ー
フ
ル
モ
ン
事
件
）
は
、
申
立
な
く
し
て
損
害
賠
償
を
宣
言
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ニ
ロ

上
告
理
由
に
対
し
て
、
　
「
裁
判
官
自
身
も
判
決
の
履
行
を
確
保
す
る
権
限
を
持
つ
」
と
い
う
。

　
　
ロ
　
一
β
三
富
貯
一
8
号
一
．
器
菖
①
げ
3
・
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
確
定
・
清
算

　
　
　
　
ω
　
債
務
者
が
履
行
す
る
か
、
或
は
債
務
の
不
履
行
が
絶
対
的
と
な
れ
ば
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
確
定
的
に
清
算
き
れ
、
多
く
の
場
合
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ヨ
マ

の
額
は
減
額
き
れ
る
。
こ
れ
は
当
初
か
ら
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
制
度
の
要
請
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冨
器
R
に
よ
る
と
、
　
「
最
初
は
ア
ス
ト
ラ
ン

ト
の
宣
言
だ
け
で
債
務
者
の
履
行
を
得
る
に
充
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
清
算
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
最
近
に
な
り
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
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宣
言
の
無
力
さ
が
認
識
き
れ
、
そ
の
威
嚇
力
が
お
と
ろ
え
る
に
従
っ
て
、
一
一
2
置
蝕
8
●
清
算
の
要
求
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
時
、
人
は
は
じ
め

て
こ
の
清
算
の
性
質
が
極
め
て
不
確
定
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
清
算
に
際
し
、
何
を
基
準
と
し
て
そ
の
額
を

確
定
す
る
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
「
国
き
三
と
匹
麗
二
」
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
清
算
の
時
が
来
れ
ば
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
存
在
理
由
を

失
い
消
滅
す
る
。
後
に
存
続
す
る
も
の
は
遅
延
或
は
填
補
賠
償
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
単
に
金
額
が
改
訂
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ア
ス
ト
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
五
）

ト
に
損
害
賠
償
が
と
っ
て
代
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
判
例
通
説
の
立
場
を
表
朋
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
の

中
に
は
別
の
考
え
方
が
あ
る
。
即
ち
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
木
来
損
害
賠
償
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
清
算
後
も
損
害
賠
償
と
別
個
の
存

在
を
保
つ
べ
き
だ
。
故
に
、
清
算
に
当
っ
て
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
損
害
賠
償
を
加
算
し
、
当
初
よ
り
高
い
額
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す

　
　
　
　
　
ハ
　
ふ
ハ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

る
も
の
で
あ
る
。
破
殿
院
判
例
も
又
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
損
害
賠
償
の
加
算
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
津
曾
邑
冨
は
、
こ
れ
を
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
八
）

は
清
算
に
際
し
て
損
害
賠
償
に
貫
き
珠
。
§
す
る
か
否
か
の
問
題
と
い
い
、
頃
昌
ω
震
は
葺
巳
鼠
ぎ
p
（
清
算
）
か
お
く
霞
自
（
改
訂
）
か
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

題
と
し
て
表
現
す
る
。
零
曾
磐
一
ま
は
判
例
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
一
五
〇
年
の
慣
行
の
後
尚
こ
の
聞
題
は
未
解
決
で
あ
る

　
　
の
の
ロ

と
い
う
。
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
効
果
の
上
か
ら
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
清
算
後
も
な
お
残
る
と
す
る
方
が
望
ま
し
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ア
ス
ト

ラ
ン
ト
は
清
算
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
後
に
は
損
害
賠
償
し
か
残
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
津
魯
邑
冨
の
い
う
通
り
、
そ
れ
は
陽
炎
の
い
の

　
　
　
　
（
一
〇
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
＝
）

ち
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
他
方
、
こ
れ
は
器
嘗
。
首
9
念
旨
三
お
・
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
認
め
る
考
え
方
に
連
り
、
確
定
的
ア
ス
ト
ラ

ン
ト
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
非
難
が
こ
れ
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
行
の
司
法
の
慣
行
が
、
伝
統
的
な
立
場
に
よ
り
、
正
面
か
ら
清
算

後
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
認
め
る
こ
と
を
避
け
、
で
き
る
だ
け
損
害
賠
償
の
額
を
大
き
く
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
を
補
な
お
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
三
）

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
ヂ
レ
ン
マ
を
き
け
る
妥
協
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
㈲
　
尚
、
清
算
に
関
す
る
見
解
は
、
清
算
の
管
轄
裁
判
所
を
定
め
る
基
準
と
な
る
。
清
算
が
単
に
損
害
賠
償
の
宣
言
で
あ
る
と
い
う
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑠
〇
四
）

解
に
立
て
ば
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
宣
言
し
得
る
裁
判
所
が
す
べ
て
清
算
の
権
限
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
。
判
例
・
通
説
は
こ
の
見
解
に
立
つ
。
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仏法におけるアストラントについて（コ（萩）

　
　
　
　
⑥
　
言
三
α
畳
8
胃
。
三
ω
9
同
o
・
仮
の
清
算
に
つ
い
て
。
審
窪
ω
薯
蝕
R
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
効
果
あ
ら
し
め
る
方
法
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
の
　
レ

一
一
2
置
豊
8
零
窪
け
①
恩
8
梓
一
8
留
急
。
葱
8
　
（
裁
判
の
履
行
前
の
清
算
）
を
説
く
。
か
よ
う
な
清
算
を
言
鼠
母
ぎ
p
旨
o
≦
ω
。
淳
。
．
仮
の
清
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
の
ゐ
の

と
も
い
い
・
そ
の
実
質
は
鷺
。
≦
ω
o
冨
・
仮
で
は
な
く
、
部
分
的
に
確
定
し
た
清
算
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
一
九
四
九
年
七
月
一
二
日
の
法
律
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誇
一
〇
七
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
八
）

よ
う
な
仮
の
清
算
を
禁
じ
た
と
す
る
学
説
、
判
例
も
あ
る
が
、
ω
磐
豊
R
は
否
定
す
る
。

　
　
ハ
　
o
溢
o
暮
一
8
密
一
．
器
貸
。
日
8
・
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
執
行

　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
が
一
旦
清
算
さ
れ
る
と
（
そ
れ
が
所
謂
仮
の
清
算
で
あ
っ
て
も
）
、
そ
れ
を
債
務
名
義
と
し
て
、
差
押
等
の
強
制
執
行
を
な
し

得
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
問
題
は
債
務
者
が
未
履
行
で
未
だ
清
算
が
な
き
れ
な
い
前
に
、
鐘
透
暮
。
8
ヨ
巨
旨
8
富
　
．
威
嚇
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト

を
宣
言
し
た
裁
判
を
直
接
に
債
務
名
義
と
し
て
執
行
し
、
そ
の
金
額
を
取
立
て
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
で
述
べ
る
。

　
3
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
適
用

　
　
イ
　
適
用
を
受
け
る
義
務
の
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
の
　
ロ

　
　
　
　
①
　
判
例
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
適
用
範
囲
を
次
第
に
拡
げ
、
今
日
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
適
用
を
受
け
る
義
務
の
範
囲
は
非
常
に
広
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
の
マ

効
果
と
便
宣
に
関
す
る
考
慮
を
除
い
て
、
そ
の
適
用
を
制
限
す
る
何
等
の
法
理
上
の
原
則
は
存
在
し
な
い
。

財
産
法
上
の
義
務
、
身
分
法
上
の
義
務
を
問
わ
ず
、
契
約
に
基
づ
く
義
務
、
法
定
の
義
務
、
不
法
行
為
責
任
の
別
な
く
、
又
、
仏
民
法
に
い
う

3
雪
震
。
供
与
の
債
務
、
｛
巴
話
●
作
為
の
債
務
、
濡
冨
の
鼠
話
・
不
作
為
の
債
務
の
何
れ
で
あ
れ
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
適
用
き
れ
る
。
又
、
国
、

公
共
団
体
に
対
し
て
も
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
㈲
　
3
自
段
・
供
与
の
債
務
は
、
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
債
務
と
解
き
れ
、
し
か
も
所
有
権
の
移
転
は
原
則
と
し
て
「
契
約
当

事
者
の
単
な
る
承
諾
」
　
（
仏
民
法
一
二
二
八
条
）
に
よ
っ
て
完
成
す
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
執
行
の
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
債
務

の
目
的
物
が
種
類
物
で
あ
る
時
は
引
渡
し
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
履
行
き
れ
る
と
解
き
れ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
介
入
の
余
地
が
あ

（
二
一
）

る
o
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説論

　
　
　
　
⑥
　
金
銭
債
務
（
供
与
債
務
の
一
種
）
に
つ
い
て
。
破
殿
院
は
一
九
一
八
年
一
〇
月
二
八
日
の
判
決
で
、
金
銭
債
務
の
支
払
遅
延
に
つ

い
て
は
、
法
定
利
息
の
支
払
の
宣
言
し
か
な
し
得
な
い
と
し
て
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
適
用
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ニ
レ

依
然
と
し
て
損
害
賠
償
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
或
は
仏
民
法
二
五
三
条
四
項
が
悪
意
の
債
務
者
に
対
し
て
は
遅
延
利
息
と
別
個
の
損
害
賠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
四
》

償
を
認
め
る
事
を
無
視
す
る
も
の
と
し
て
、
学
説
上
非
難
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
悪

こ
の
破
殿
院
の
趣
旨
は
、
そ
の
他
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
必
ず
し
も
守
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
最
近
、
商
事
部
一
九
五
六
年
四
月
一
七
日
の
判
決
に

よ
っ
て
、
破
殿
院
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
仮
の
手
段
（
旨
霧
ξ
。
鷺
o
ξ
8
富
）
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
前
の
判
例
を
改
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
の

　
　
　
　
ω
　
｛
巴
8
・
作
為
債
務
は
「
す
ぐ
れ
て
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
分
野
」
　
（
一
。
3
ヨ
巴
p
冒
賊
窪
。
亀
窪
8
留
一
．
器
＃
蝕
旨
。
）
或
は
「
選
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
七
）

た
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
分
野
」
　
（
冨
3
臼
巴
器
α
、
働
8
ぎ
ロ
号
器
貸
9
韓
①
）
と
い
わ
れ
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
最
も
多
彩
な
適
用
が
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
物
、
文
書
等
の
引
渡
義
務
（
3
彗
R
．
供
与
の
債
務
に
附
随
す
る
も
の
、
独
立
の
も
の
を
含
め
て
）
、
家
屋
の
明
渡
義
務
、
仕
事
の
遂
行
、
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
メ
　
ワ

成
義
務
（
代
替
、
不
代
替
を
問
わ
ず
）
、
法
律
行
為
の
義
務
（
特
に
8
暮
鵠
3
0
一
窪
需
一
の
場
合
）
等
。

　
　
　
　
㈲
　
ぎ
冨
ω
璽
お
・
不
作
為
の
債
務
に
つ
い
て
も
、
一
回
的
不
作
為
義
務
は
別
と
し
て
、
作
為
義
務
同
様
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
の
ロ

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
劇
場
に
出
演
し
な
い
俳
優
の
義
務
、
不
正
競
業
避
止
義
務
等
。
但
し
、
こ
の
分
野
で
は
、
器
霞
。
一
韓
①

3
導
参
囲
窃
山
馨
曾
窪
ω
　
・
損
害
賠
償
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
（
即
ち
、
非
改
訂
の
確
定
的
損
害
賠
償
の
宣
言
）
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
⑥
　
家
族
法
、
身
分
法
の
分
野
に
つ
い
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
コ
）

こ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
、
む
し
ろ
直
接
強
制
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
避
け
る
意
味
で
好
ま
し
い
と
き
れ
、
よ
く
利
用
き
れ
た
。

例
え
ば
、
妻
の
家
庭
に
戻
る
義
務
、
子
供
を
監
護
者
の
手
に
引
渡
す
義
務
、
或
は
、
別
居
中
の
妻
に
子
供
に
対
す
る
悪
影
響
を
き
け
る
た
め
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
【
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
三
）

恋
人
と
同
棲
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
等
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
特
別
制
裁
規
定
が
で
き
た
事
等
の
た
め
、
そ
の
理
論
的
可
能
性
に
も
不

拘
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
ω
　
制
限
。
債
務
の
性
質
・
状
況
か
ら
来
る
制
約
は
あ
る
。
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仏法におけるアストラントについて1コ（萩）

　
　
　
（
i
）
不
可
能
、
不
道
徳
、
不
法
な
義
務
に
つ
い
て
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
適
用
で
き
な
い
。
但
し
、
債
務
者
の
単
な
る
履
行
拒
否
は
、
勿

論
、
強
制
執
行
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
妨
げ
な
い
。

　
　
　
（
H
）
そ
の
適
用
が
債
務
者
の
人
格
を
犯
し
、
過
度
に
自
由
を
奪
う
も
の
に
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
　
（
m
）
芸
術
家
の
義
務
に
も
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
適
用
き
れ
な
い
。

一
八
六
五
年
七
月
四
日
の
パ
リ
控
訴
院
判
決
（
ロ
ー
ザ
・
ボ
ナ
ー
ル
事
件
）
は
、
画
家
の
作
品
完
成
義
務
に
つ
い
て
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
否
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ニ
　
　
ロ

た
・
又
更
に
、
完
成
し
た
作
品
の
引
渡
し
義
務
に
つ
い
て
も
、
自
発
的
に
履
行
さ
れ
る
以
外
、
強
制
の
方
法
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　
ロ
　
他
の
執
行
方
法
に
対
し
て
例
外
的
、
補
助
的
で
な
い
。

　
　
　
ω
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
他
の
執
行
方
法
に
対
し
て
例
外
的
、
補
助
的
で
あ
る
か
、
の
問
題
に
つ
い
て
、
判
例
は
全
く
否
定
の
態
度
を
示
し

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ベ
　
ロ

　
　
　
（
i
）
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
直
接
強
制
が
可
能
の
場
合
で
も
使
用
で
き
る
。
同
一
の
判
決
で
両
者
が
同
時
に
宣
言
き
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　
ロ

　
　
　
（
n
）
代
替
執
行
（
仏
民
法
一
一
四
四
条
）
が
可
能
な
場
合
で
も
よ
い
。

　
　
　
（
窟
）
不
作
為
義
務
違
反
の
障
害
物
除
去
の
代
替
執
行
が
可
能
の
場
合
も
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
許
き
れ
る
。
両
者
を
併
料
し
て
い
る
判
例
も

あ
る
。
破
殿
院
審
理
部
の
一
九
〇
〇
年
二
月
六
日
判
決
（
U
舞
器
α
対
U
。
篤
民
窪
事
件
）
に
よ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
一
審
判
決
が
「
判
決

の
送
達
後
五
日
以
内
に
壁
を
こ
わ
せ
。
期
限
内
に
履
行
し
な
い
時
、
原
告
に
代
替
執
行
を
授
権
し
、
且
被
告
は
、
そ
の
費
用
と
遅
延
日
毎
に
三
〇

フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
を
支
払
え
。
」
と
命
じ
た
。
被
告
は
、
過
失
・
損
害
の
立
証
な
し
に
、
費
用
の
外
に
三
〇
フ
ラ
ン
の
支
払
を
命
じ
た
の
は
不
法

で
あ
る
と
上
告
し
た
が
、
破
殿
院
は
こ
れ
は
費
用
の
泊
・
后
℃
猷
B
o
旨
（
追
加
）
で
も
な
く
、
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
で
も
な
い
。
ア
ス
ト
ラ
ン
ト

で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
セ
ロ

　
　
　
吻
　
学
説
の
大
勢
は
「
霊
き
巨
と
困
窟
旨
」
の
次
の
叙
述
が
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
曰
く
「
直
接
強
制
が
可
能
な
時
は
ア

一25一



説論

ス
ト
ラ
ン
ト
は
排
除
さ
れ
る
か
？
、
　
一
見
そ
う
思
え
る
。
｛
9
8
讐
裏
。
（
公
権
力
）
に
訴
え
て
、
欲
す
る
結
果
を
よ
り
直
接
に
、
よ
り
普
通
に

獲
得
で
き
れ
ば
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
効
用
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
裁
判
所
は
、
し
か
し
、
そ
の
時
で
も
屡
々
に
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
用
い
る
。
便

宜
性
の
考
慮
が
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
推
せ
ん
す
る
か
ら
で
あ
る
。
直
接
強
制
の
手
段
は
極
端
で
、
複
雑
で
、
債
務
者
に
と
っ
て
や
や
不
名
誉
で
あ

り
、
屡
々
こ
っ
け
い
で
、
或
は
持
続
す
る
効
果
が
な
い
。
先
づ
債
務
者
自
ら
の
義
務
の
履
行
を
得
る
こ
と
を
試
み
る
の
が
屡
々
よ
り
簡
単
で
あ

る
。
債
権
者
は
何
も
不
利
な
事
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
し
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
が
効
果
が
な
い
と
わ
か
れ
ば
、
彼
は
任
意
に
直
接
強
制
に
訴
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
。
事
実
審
の
裁
判
官
は
、
債
権
者
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
、
果
し
て
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
用
い
る
の
が
有
用
か
、
最
も
便
宜
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　
ロ

｛
R
B
Φ
（
方
式
）
は
何
か
を
決
定
す
る
専
権
を
持
っ
て
い
る
．
」
と
。

　
ハ
　
金
　
　
額

　
　
ω
　
威
嚇
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
金
額
は
債
務
の
履
行
を
強
制
す
る
目
的
で
、
損
害
賠
償
と
無
関
係
に
高
く
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
、
冗
）

的
か
ら
い
っ
て
、
債
務
者
の
抵
抗
の
度
合
、
債
務
者
の
財
産
、
及
び
係
争
利
益
の
三
つ
の
要
素
が
斜
酌
さ
る
べ
き
だ
が
、
損
害
賠
償
と
異
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ニ
の
ロ

そ
の
額
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
何
等
理
由
を
附
す
る
必
要
が
な
く
、
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
最
高
額
の
制
限
は
な
く
、
む
し
ろ

無
限
に
増
大
す
る
可
能
性
が
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
効
用
を
保
証
す
る
所
以
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

山
局
額
判
例
の
例

　
　
　
（
i
）
破
股
院
一
八
七
八
年
三
月
一
八
日
。
公
爵
夫
人
が
娘
を
夫
に
引
渡
す
義
務
に
つ
き
、
日
に
千
フ
ラ
ン
。

　
　
　
（
”
1
1
）
破
殿
院
一
八
九
七
年
ご
一
月
一
日
。
電
気
会
社
が
パ
リ
の
大
き
な
ホ
テ
ル
に
電
気
を
供
給
す
べ
き
義
務
に
つ
い
て
、
日
に
一
万
フ

　
　
ラ
ン
。

　
　
　
（
出
）
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
一
九
四
七
年
四
月
二
日
。
家
屋
明
渡
事
件
に
つ
き
、
最
初
の
三
〇
日
間
一
万
フ
ラ
ン
、
次
の
三
〇
日
間
二
万

　
　
フ
ラ
ン

　
　
　
（
短
）
マ
ル
セ
ー
ユ
民
事
裁
判
所
一
九
四
七
年
二
月
二
一
百
。
家
屋
明
渡
事
件
、
日
に
四
万
フ
ラ
ン
、
一
月
間
。

　
　
ω
　
し
か
し
、
最
近
の
例
で
は
、
屡
々
、
短
い
含
融
Φ
（
持
続
期
間
・
適
用
期
間
）
が
定
め
ら
れ
、
そ
こ
に
一
応
の
限
度
が
認
め
ら
れ
る
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仏法におけるアストラントについて口（萩）

場
合
が
多
く
な
っ
た
。
又
、
孚
⑫
磐
ヨ
・
は
、
そ
の
理
論
的
立
場
か
ら
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
額
に
制
限
を
認
む
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
の
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ベ
ニ
ロ

旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
厳
格
に
（
重
く
）
計
算
さ
れ
た
損
害
賠
償
の
警
告
（
巽
段
静
器
目
の
旨
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ア
ス

ト
ラ
ン
ト
の
金
額
は
損
害
賠
償
の
総
体
の
額
の
内
に
止
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
の
評
価
の
中
に
は
、
債
務
者
の
抵
抗
等
は
充

分
斜
酌
き
れ
る
の
だ
か
ら
、
実
質
は
あ
ま
り
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
過
度
の
（
①
図
8
婁
奉
）
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
だ
。
法
外
な
（
急
馨
雲
邑

ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
発
し
、
必
然
的
に
相
当
な
減
額
或
は
取
消
し
を
招
来
す
る
実
務
の
慣
行
は
放
郷
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
も
し
、
ア
ス
ト
ラ
ン

ト
を
効
果
あ
ら
し
め
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
が
後
か
ら
も
維
持
き
れ
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
初
か
ら
可
能
な
損
害
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
二
）

に
応
じ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
．
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
コ
ニ
ゴ
コ

　
　
⑥
　
尚
、
治
安
判
事
（
現
在
で
は
ピ
鴨
留
賃
ぎ
琶
巴
α
．
首
露
霞
8
・
小
審
裁
判
所
判
事
）
は
そ
の
取
扱
う
事
件
に
つ
い
て
金
額
の
制
限
が

　
　
（
一
、
二
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
；
五
帽

あ
る
か
ら
、
そ
の
発
す
る
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
も
制
限
を
受
け
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
受
け
る
と
す
る
判
例
が
あ
り
、
寄
怠
磐
旨
①
は
こ
れ
に
賛
意
を

　
　
（
ε
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
ヒ
）

表
す
る
が
、
寄
冨
震
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
損
害
賠
償
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
。

皿
　
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
現
代
的
問
題

　
1
　
一
①
＆
。
冒
留
置
8
『
導
巨
Φ
震
Φ
象
8
冨
・
執
行
方
式
の
衰
退

　
　
　
ω
　
執
行
方
式
と
は
判
決
等
の
債
務
各
義
の
末
尾
に
記
載
さ
れ
る
文
言
で
、
執
行
吏
に
執
行
を
実
施
す
べ
き
事
検
事
に
執
行
を
監
視
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ニ
　
マ

き
事
、
及
び
｛
蔑
8
讐
藍
。
（
警
察
官
等
を
い
う
）
に
執
行
に
協
力
す
べ
き
事
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
九
》

O
巴
9
一
蚕
。
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
一
九
三
五
年
頃
よ
り
判
決
の
進
行
性
麻
痺
が
始
っ
た
。
経
済
危
機
、
住
宅
難
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
た
。
職

工
に
よ
っ
て
工
場
を
占
拠
き
れ
た
工
場
主
は
」
轟
Φ
号
誌
｛
曾
σ
の
立
退
命
令
を
得
て
も
、
そ
の
執
行
に
つ
き
警
察
力
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
不
当
な
公
用
徴
収
に
つ
い
て
の
裁
判
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
六
月
六
日
の
司
法
大
臣
通
達
に
よ
る
と
、
検
事

に
、
立
退
（
。
巷
巳
ω
一
8
）
、
差
押
（
毘
馨
）
、
執
行
（
o
濫
。
葺
一
9
）
に
つ
い
て
適
当
と
思
わ
れ
る
緩
和
方
法
を
構
ず
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
は
事
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説論

後
の
和
解
手
続
（
冥
。
畠
含
話
8
8
蓉
一
ぎ
一
一
9
餌
宕
窪
ぎ
5
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、
そ
れ
は
執
行
吏
が
警
察
の
協
力
を
得
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
の
レ

の
検
事
の
ビ
ザ
（
＜
ぎ
）
・
承
認
（
検
印
｝
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
一
九
四
一
年
二
月
二
二
日
の
通
達
は
、
こ
れ
を
修
正
し
て
、
執
行
吏
は
、

法
律
的
に
錯
雑
し
た
場
合
（
匹
葺
＆
霞
冒
ユ
象
程
0
8
氏
岳
①
）
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
判
決
の
執
行
に
つ
い
て
検
事
の
承
認
を
必
要
と
し
な

い
、
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
困
難
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
、
警
察
の
協
力
を
得
る
た
め
の
知
事
の
承
認
（
〈
ぎ
号
雷
冥
陳
9
ε
邑
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
警
察
力
を
行
使
す
る
行
政
当
局
（
き
8
吋
ま
＆
菖
巳
ω
窪
畳
ぎ
）
は
公
け
の
秩
序
（
o
益
お
讐
匿
。
）
を
保
つ
責
任

が
あ
る
か
ら
、
強
制
執
行
の
重
大
な
ト
ラ
ブ
ル
を
起
す
危
険
が
あ
る
例
外
的
な
場
合
は
、
警
察
力
（
出
a
8
b
昌
浮
）
の
介
入
を
延
期
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
行
政
裁
判
所
の
判
例
（
9
拐
色
α
、
卑
欝
費
議
け
O
皇
譲
器
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
知
事
は
、
執
行
吏
に
警
察
力
を
使
用

き
せ
た
責
任
を
と
る
事
を
欲
し
な
か
っ
た
。
彼
の
承
認
の
某
準
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
権
力
分
立
の
混
乱
で
あ
る
。
執
行
方
式
を
具
え

た
も
の
は
執
行
き
れ
る
と
い
う
原
則
は
知
事
の
承
認
（
＜
冨
）
に
よ
っ
て
例
外
と
な
り
、
例
外
で
あ
る
べ
き
行
政
当
局
の
執
行
異
議
が
知
事
の
承

認
に
よ
り
原
則
と
な
っ
て
終
っ
た
。
司
法
大
臣
（
一
Φ
鴇
＆
。
留
の
零
＄
黄
・
国
爾
尚
書
）
は
、
家
屋
の
立
退
を
命
ず
る
裁
判
に
つ
い
て
、
行
政

当
局
に
よ
る
警
、
察
力
の
協
力
拒
否
の
た
め
、
何
等
の
効
果
を
も
持
た
な
い
も
の
の
数
が
多
い
事
を
内
務
大
臣
に
注
意
を
促
し
た
。
内
務
大
臣
は
、

一
九
四
七
年
一
月
二
〇
日
の
通
達
で
、
判
決
の
執
行
が
原
則
で
あ
り
、
立
退
判
決
の
実
現
が
公
け
の
秩
序
に
重
大
な
ト
ラ
ブ
ル
を
齎
す
時
に
限

り
、
例
外
的
に
し
か
延
期
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
通
達
が
守
ら
れ
て
い
る
か
疑
し
い
。
」
と
。

　
　
　
㈲
　
か
よ
う
な
度
重
な
る
執
行
方
式
の
衰
退
に
直
面
し
て
、
裁
判
所
の
採
っ
た
方
策
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
、
従
来
の
伝
統
的
な
原
則
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ご

ら
脱
却
し
て
、
よ
り
効
果
的
な
方
法
で
用
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
2
　
冒
鴨
号
菰
叡
菰
・
急
速
審
理
裁
判
官
に
よ
る
宣
告

　
　
　
O
D
　
器
弊
ぴ
と
は
、
緊
急
を
要
す
る
事
件
等
に
つ
い
て
、
仏
民
訴
法
八
〇
六
条
以
下
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
第
一
審
の
（
大
審
裁
判
所
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ニ
ロ

裁
判
所
長
に
よ
る
迅
速
簡
易
な
審
判
手
続
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
う

法
欲
菰
の
裁
判
官
が
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
お
け
る
判
例
、
通
説
と
も
否
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
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仏法におけるアストラントについて（コ（萩）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
四
）

由
と
す
る
所
は
、
菰
憲
ぴ
の
裁
判
は
本
案
の
裁
判
を
妨
げ
ず
、
と
す
る
仏
民
訴
法
八
〇
九
条
違
反
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
否
定
論
は
、
ア
ス

ト
ラ
ン
ト
は
損
害
賠
償
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
【
一
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
囲
ニ
ハ
）

　
し
か
し
、
エ
ス
メ
ー
ン
以
後
、
学
説
、
判
例
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
損
害
賠
償
か
ら
明
瞭
に
区
別
す
る
よ
う
に
な
り
、
又
、
近
年
迅
速
で
安
価
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ヒ
レ

感
憲
α
に
持
込
ま
れ
る
家
屋
明
渡
し
事
件
の
数
が
増
加
し
、
他
方
、
裁
判
の
直
接
強
制
が
行
政
当
局
の
非
協
力
に
よ
っ
て
困
難
に
な
る
に
つ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
九
）

泳
欲
感
裁
判
官
に
よ
る
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
必
要
性
は
益
々
増
大
し
た
。
従
っ
て
、
近
年
の
判
例
で
は
、
徹
欲
菰
の
権
限
は
命
令
権
で
あ
る
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
〇
）

仏
民
訴
法
一
〇
三
六
条
を
根
拠
と
し
て
、
感
叡
臓
に
よ
る
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
宣
言
を
認
め
る
も
の
が
多
く
、
又
、
破
殿
院
も
民
事
部
一
九
五
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
二
）

三
月
二
八
日
判
決
で
菰
欲
＆
唱
蝕
邑
お
に
つ
い
て
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
宣
言
を
認
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
従
前
と
同
じ
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
さ
ニ
ロ

で
否
定
す
る
判
例
も
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
又
、
誌
欲
み
裁
判
官
に
よ
る
言
三
α
呂
8
・
清
算
に
つ
い
て
は
、
今
日
尚
損
害
賠
償
説
が
有
力
で
あ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ヱ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ヱ
ヱ
レ

説
、
判
例
と
も
否
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
く
鼠
畠
は
一
5
且
α
豊
8
鷺
。
訊
ω
o
富
・
仮
の
清
算
の
可
能
な
る
こ
と
を
力
説
し
、
》
留
く
蝕
震
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ヱ
ぬ
つ

更
に
、
清
算
な
し
で
仮
執
行
を
す
る
こ
と
を
す
ら
認
め
る
趣
旨
で
あ
る
。

　
　
　
⑥
　
器
幕
一
馨
。
3
旨
B
謎
窃
－
巨
卑
簿
璽
損
害
賠
償
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
、
確
定
的
に
損
害
賠
償
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
誌
叡
詠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
七
）

裁
判
宮
は
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る
。

　
3
　
器
霞
。
巨
Φ
念
旨
三
お
・
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
擾
頭

　
　
　
ω
　
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
、
執
行
方
式
の
衰
退
が
最
も
顕
著
で
あ
っ
た
家
屋
明
渡
の
分
野
で
、
下
級
審
に
よ
り
、
開
拓
き
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
　
ロ

誌
ま
菰
裁
判
官
も
こ
れ
を
用
い
た
。
一
部
の
学
説
は
強
い
支
持
を
与
え
た
。
裁
判
所
は
、
正
に
そ
れ
が
履
行
（
執
行
）
き
れ
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を

知
っ
て
い
た
が
故
に
、
猶
予
期
限
を
定
め
ず
、
或
は
極
め
て
不
充
分
な
期
限
の
内
に
、
立
退
を
命
じ
た
。
こ
れ
は
、
執
行
方
式
の
衰
退
に
対
し
て

示
し
た
裁
判
所
の
反
応
の
最
も
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
政
治
的
社
会
的
考
慮
を
欠
い
た
ま
づ
い
や
り

四92一『
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ユ
　
　
レ

方
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
反
動
は
す
ぐ
来
た
。
そ
れ
は
一
九
四
九
年
七
月
一
二
日
の
法
律
で
あ
る
。
そ
の
第
一
条
に
曰
く
「
家
屋
の
占
拠
者
に

立
退
か
せ
る
た
め
に
定
め
た
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
、
常
に
9
。
鋒
Φ
巨
。
8
目
鼠
旨
§
噌
・
・
威
嚇
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
性
格
を
有
し
、
一
旦
明
渡
し
の

裁
判
が
履
行
さ
れ
た
時
は
、
改
訂
さ
れ
、
清
算
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
。
少
く
と
も
家
屋
明
渡
し
の
分
野
で
は
、
器
貫
。
馨
①
監
旨
三
ぎ
・
確

定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
禁
止
さ
れ
た
。
又
、
破
鍛
院
も
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
三
〇
日
の
判
決
（
家
屋
明
渡
事
件
）
で
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
、
単

に
威
嚇
的
の
も
の
で
な
く
、
不
履
行
の
場
合
は
確
定
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
宣
言
す
る
場
合
は
、
そ
れ
が
損
害
額
を
あ
ら
わ
す
（
審
嘆
診
Φ
馨
9

こ
と
を
理
由
づ
け
（
冒
の
蔑
貯
）
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
原
審
判
事
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
故
に
破
殿
、
と
い
っ
て
、
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
六
〇
）

す
る
趣
旨
を
表
明
し
て
い
る
。

　
　
　
吻
　
そ
の
後
の
破
殿
院
の
動
向
も
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
威
嚇
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
損
害
賠
償
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
そ
の
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
じ

が
損
害
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
示
さ
（
冒
＆
箒
ひ
島
量
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
一
連
の
判
例
と
、
又
、
期
限
が
す
ぎ
た
時
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
確
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ニ
ぜ

的
に
獲
得
さ
れ
る
と
明
記
す
る
判
決
は
損
害
賠
償
を
定
め
た
も
の
と
解
釈
さ
る
べ
き
だ
と
す
る
判
例
、
か
ら
見
て
、
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
対

し
て
は
、
依
然
と
し
て
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蚕
誘
曽
の
い
う
通
り
、
今
日
で
は
、
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
損
害
賠
償
の
ア
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
四
）

ト
ラ
ン
ト
の
外
被
に
か
く
れ
て
し
か
存
在
し
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
極
く
最
近
の
破
殿
院
判
例
（
民
事
二
部
一
九
六
二
年
五
月
↓

○
日
）
は
、
一
審
、
二
審
の
発
し
た
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
肯
定
し
て
い
る
。

　
4
　
一
β
鼠
費
ぎ
昌
・
清
算
前
の
執
行

　
　
　
ω
　
こ
の
問
題
は
、
や
は
り
家
屋
明
渡
の
分
野
で
起
っ
た
。
》
留
く
蝕
震
は
、
一
九
四
九
年
七
月
一
二
日
の
法
律
が
、
そ
の
不
手
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
五
）

も
不
拘
、
否
多
分
そ
の
不
手
際
の
故
に
、
こ
の
問
題
の
解
明
に
協
力
す
る
の
に
役
立
っ
た
と
い
う
。
事
実
、
こ
の
法
律
の
出
現
と
と
も
に
、
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
六
）

の
問
題
が
賛
否
を
問
わ
ず
判
例
を
賑
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
肯
定
説
の
方
が
優
勢
の
よ
う
で
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
ω
麩
注
R
軸
避
ω
曾

の
肯
定
論
と
即
息
塁
竃
Φ
の
反
対
論
の
極
立
っ
た
対
立
が
興
味
を
引
く
。

　・3ρ一



仏法におけるアストラントについて口（萩）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
七
）

　
　
　
⑧
　
ω
薯
呂
霧
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
民
法
、
民
訴
法
に
よ
れ
ば
、
執
行
の
実
体
的
、
要
件
と
し
て
、
債
権
が
。
R
鼠
昌
（
存
在
の
確
実

性
）
、
一
昼
鼠
留
（
金
額
の
確
定
性
）
、
窪
芭
菖
①
（
請
求
可
能
性
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
反
対
論
者
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
請
求
権
は
こ

れ
等
の
要
件
を
欠
く
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
8
旨
鋤
ぎ
」
に
つ
い
て
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
請
求
権
は
条
件
付
債
権
と
考
え
れ
ば
よ

い
。
そ
れ
が
執
行
で
き
る
こ
と
は
、
未
確
定
の
裁
判
が
上
訴
審
で
変
更
、
取
消
し
を
受
け
る
危
険
が
あ
る
に
も
不
拘
、
仮
執
行
が
で
き
る
の
と
同

じ
で
あ
る
。
も
し
取
り
す
ぎ
た
時
は
債
務
者
に
返
還
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
清
算
は
債
権
者
の
保
有
部
分
を
き
め
る
役
割
を
す
る
。
又
、

返
還
を
確
保
す
る
た
め
、
仮
執
行
許
容
の
際
、
保
証
を
立
て
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
又
、
成
文
法
は
な
い
が
、
取
立
て
た
金
は
供
託
さ
せ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
牢
凸
麩
旨
Φ
の
新
損
害
賠
償
説
に
よ
れ
ば
、
結
局
、
需
一
需
管
ぞ
雷
　
（
私
的
罰
金
）
を
認
め
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
又
、

9。

目
①
民
①
。
三
8
（
民
事
罰
金
）
も
債
務
者
に
酷
で
衡
平
に
反
す
る
。
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
宣
言
に
つ
い
て
即
時
の
執
行
を
認
め
る
こ
と
が
、
債
権
者

に
不
当
な
利
得
を
与
え
る
こ
と
も
な
く
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
効
果
を
最
も
よ
く
発
揮
き
せ
る
方
法
で
あ
る
。
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
ロ

　
　
　
⑥
　
区
錯
ω
震
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
九
）

「
こ
れ
は
結
局
、
債
権
者
の
利
益
の
た
め
の
判
例
法
上
の
制
度
と
、
債
務
者
保
護
の
民
訴
法
上
の
原
則
の
衝
突
の
問
題
で
あ
る
。
先
づ
、
毘
忽
？

麟
講
騨
（
差
留
命
令
・
債
権
差
押
）
の
保
全
的
部
面
に
つ
い
て
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
受
益
者
に
そ
れ
を
許
す
の
は
、
極
め
て
理
由
が
あ
る
。
債
務

者
拘
禁
が
単
な
る
警
告
に
止
ら
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
破
殿
院
判
例
も
上
訴
、
故
障
が
申
立
て
ら
れ
た
場
合
の
路
路
山
畦
簿
の
執
行
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
〇
）

権
に
つ
い
て
は
緩
和
し
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
以
上
の
執
行
は
不
可
か
。
不
可
と
す
れ
ば
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
効
果
は
何
も
な
い
。

ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
猶
予
期
間
中
は
霧
墨
8
●
脅
威
で
あ
る
。
そ
れ
が
過
ぎ
れ
ば
、
直
ち
に
執
行
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
案
山
子
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
一
〉

　
　
　
ω
　
こ
れ
等
に
対
応
し
て
、
牢
訟
麩
罠
Φ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
聾
ω
一
中
碧
冷
け
以
外
の
執
行
は
全
然
問
題
に
な
ら
な
い
。
で
は
、
里
路
6
旨
2
に
つ
い
て
は
ど
う
か
？
。
な
る
程
、
破
殿
院
は
、
上
訴
、
故
障

一δズー
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を
申
立
て
ら
れ
た
執
行
債
権
に
つ
い
て
ゆ
る
や
か
な
解
釈
を
示
す
。
し
か
し
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
場
合
は
性
質
が
違
う
。
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
宣
言

に
よ
る
権
利
は
、
損
害
賠
償
で
は
な
く
、
清
算
に
際
し
て
、
消
滅
し
、
損
害
賠
償
の
宣
言
が
こ
れ
に
と
っ
て
代
る
。
し
か
も
、
そ
の
際
、
金
額
の

改
訂
が
行
わ
れ
る
。
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
宣
言
に
よ
る
権
利
が
「
8
旨
巴
E
で
あ
る
と
は
、
到
底
い
え
な
い
。
賛
成
論
者
の
議
論
は
、
実
用
論
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
債
務
者
保
護
の
執
行
法
上
の
原
則
を
斥
け
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。

　
特
に
、
実
務
に
お
い
て
、
法
外
な
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
科
し
、
極
め
て
低
額
で
清
算
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
法
外
な
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
執

行
を
許
す
こ
と
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
使
用
が
極
め
て
頻
繁
で
あ
る
の
に
鑑
み
、
大
き
な
弊
害
を
齋
す
で
あ
ろ
う
。
」
と
。

5
　
一
九
四
九
年
七
月
二
一
日
の
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ニ
レ

　
　
ω
　
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
法
律
は
、
よ
う
や
く
発
展
の
端
緒
に
つ
い
た
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
、
家
屋
明
渡
の
分
野
に
お
い
て
禁
止
し

　
　
コ
ぬ
　
じ

て
終
っ
た
。
こ
の
法
律
は
そ
の
外
、
清
算
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
レ

　
　
　
　
（
i
）
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
填
補
賠
償
の
額
を
越
え
て
清
算
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
法
二
条
一
項
前
段
）
。

　
　
　
（
H
）
損
害
賠
償
額
を
算
定
す
る
に
当
っ
て
、
債
務
者
が
遭
遇
し
た
履
行
の
困
難
を
斜
酌
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
（
二
条
一
項
後
段
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ゼ
ヱ
ロ

　
　
　
（
鐙
）
債
務
者
が
、
履
行
を
遅
ら
せ
ら
れ
、
妨
げ
ら
れ
た
、
自
分
の
責
任
に
帰
さ
な
い
、
外
部
の
事
由
の
存
在
を
立
証
し
た
時
は
損
害
賠

　
　
　
償
を
免
除
さ
れ
る
（
二
条
二
項
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
六
）

　
こ
れ
等
の
規
定
は
、
債
権
者
に
と
っ
て
、
一
般
の
損
害
賠
償
の
原
則
よ
り
不
利
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
。
尚
、
こ
の
法
律
の
適
用
を
受
け
る
ア
ス

ト
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
一
条
は
「
占
有
者
を
し
て
都
屋
・
家
屋
か
ら
立
退
か
し
め
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
」
と
規
定
す

　
　
　
　
（
一
七
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
九
）

る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
逐
次
適
用
の
除
外
例
を
確
認
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
不
法
占
拠
者
、
農
業
用
財
産
の
賃
貸
借
等
。

　
6
　
国
B
①
＆
①
〇
三
5
号
8
声
9
曾
。
8
ヨ
巨
塁
8
ぎ
・
威
嚇
的
性
格
の
民
事
罰
金
の
提
唱

　
　
　
ω
　
今
日
に
お
い
て
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
効
果
を
維
持
し
高
め
よ
う
と
す
る
努
力
の
方
向
は
大
体
三
つ
あ
る
と
思
う
。
（
i
）
津
蕊
麩
葭
Φ

の
新
損
害
賠
償
説
及
び
こ
れ
と
関
連
す
る
損
害
賠
償
の
ア
ス
ト
ラ
ン
委
の
活
用
、
　
（
”
1
1
）
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
或
は
窟
凶
ま
震
守
魯
（
私
的
罰
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仏法におけるアストラントについて口（萩）

（
一
八
○
）

金
）
論
、
　
（
m
）
ω
髪
蝕
F
区
曙
ω
震
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
清
算
前
の
執
行
で
あ
る
。

（
i
）
と
（
m
）
は
、
　
一
応
伝
統
的
な
制
度
を
尊
重
す
る
基
盤
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
　
（
”
11
）
の
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
或
は
需
ご
Φ

冨
＆
Φ
・
私
的
罰
金
論
は
、
既
成
の
概
念
に
反
す
る
要
素
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
強
い
抵
抗
を
呼
び
こ
む
も
の
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
威
嚇
的
な

民
事
罰
金
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
の
（
n
）
の
確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
改
善
を
試
み
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
特
徴
は
、

確
定
的
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
或
は
冨
話
冥
ぞ
諭
の
欠
点
を
克
服
し
て
、

　
　
　
　
　
（
i
）
こ
の
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
は
国
庫
に
収
納
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
債
権
者
に
不
当
利
得
を
与
え
な
い
。

　
　
　
　
　
（
H
1
1
）
確
定
的
で
な
く
、
威
嚇
的
で
あ
り
、
改
訂
し
得
る
。
従
っ
て
、
よ
く
履
行
強
制
の
目
的
に
合
致
す
る
。

　
　
ω
　
こ
れ
は
仏
民
訴
法
改
正
案
が
提
示
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

9
ま
。
に
よ
っ
て
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
関
す
る
、
仏
民
訴
法
改
正
委
員
会
の
質
o
糞
号
8
瞬
・
要
綱
と
き
れ
る
も
の
、
に
よ
る
と
次
の
通
り
で
あ

（
一
八
『
）

る
。「

終
審
の
判
決
或
は
仮
執
行
の
宣
言
を
附
し
た
判
決
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
、
申
立
又
は
職
権
に
よ
っ
て
、
作
為
義
務
を
宣
告
さ
れ
た
当
事
者
に

対
し
て
、
遅
延
日
毎
の
帥
菖
窪
留
9
昌
？
民
事
罰
金
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
民
事
罰
金
は
、
国
庫
に
収
納
き
れ
、
裁
判
官
は
そ
の
額
及

び
倉
誌
。
・
持
続
期
問
を
定
め
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
厳
欲
み
裁
判
官
は
自
ら
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
清
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
罰
金
は
、
履
行
期
間
経
過
後
、
上
訴
の
場
合
で
も
、
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
或
は
改
訂
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
二
）

　
又
、
一
九
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
仏
民
訴
法
改
正
草
案
九
三
条
二
項
は
次
の
通
り
規
定
す
る
。

マ
②
曾
Φ
裁
判
官
は
、
申
立
又
は
職
権
に
よ
っ
て
、
作
為
義
務
を
負
う
当
事
者
に
対
し
て
、
国
庫
に
収
納
さ
れ
る
べ
き
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
は
、
そ
の
額
及
び
持
続
期
間
を
自
由
に
定
め
、
又
何
時
で
も
そ
れ
を
維
持
し
、
或
は
改
訂
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
文
完
）
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